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令和 6年度 兵庫あんしんネット２４ 事業計画 

 

活動目標 

１．兵庫県内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所間の情報の共有を図る 

２．兵庫県内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における、サービスの質および

技術向上を図る 

３．定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの普及啓発のための広報活動及び、 

行政と連携した政策提言 

４．若年層を中心とした訪問サービスの魅力を発信し、人材確保を図る 

 

活動内容 

１．協議会の開催 

 1）総会は年 1回開催する 

 2）役員会は概ね 2～3ヶ月に 1回開催し、年 4回以上開催する 

  3）支部会を各支部年 2回以上開催し、情報交換、広報活動等に関する検討を行い、 

議事録を会長に提出する 

 

２．セミナー・研修会・講座の開催 

1）普及セミナーの開催（７月頃を予定） 

 ①定期巡回・随時対応サービスの事業参入促進を図る研修の実施 

②定期巡回・随時対応サービスの導入及び効果的な活用についての先進事例紹介 

③定期巡回・随時対応サービスの導入及び活用についての課題への対応 等 

 

2）技術向上研修会の開催（２月頃を予定） 

①サービス提供関係職種の業務内容や役割について理解を深める 

②各職種が適切にかつ効果的に事業が実施できるための技術を習得する 

 

3）病院・老健等退院支援担当職員対象研修の開催（８月・１０月・１２月頃を予定） 

①急性期病院ＭＳＷ、老人保健施設退所支援職員、訪問看護事業所、地域包括支援セ 

ンター職員、市町職員を対象とした、関係機関へのサービス概要の説明、サービス

の普及、連携強化を目的とした研修会の開催 

 

4）定期巡回・随時対応サービス出前講座（30回／年） 

①地域の医療福祉関係者や住民等に対して、地域の定期巡回・随時対応型サービスの

理解・促進を目的とした研修会への開催や講師派遣 

   

5）訪問看護事業所等の参入促進を働きかけ（3回／年） 

   ①定期巡回・随時対応サービスの概要説明や好事例の紹介、参入メリット、新規開設

までの流れなどを紹介し、訪問看護事業所等が定期巡回・随時対応サービスへの新

規参入を目的とした研修会の開催 
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  6）病院勤務以外の看護師等の認知症対応力向上研修（1回／年） 

   ①厚生労働省が定めた「基本知識」「社会資源」「実践・演習」のカリキュラムを通

じて認知症の理解を深めると共に、適切な認知症ケアの知識を習得することで業

務の質の向上を目指す 

    ※兵庫県との連携により修了証の発行を行う。 

 

7）若年層への訪問介護等業務啓発（40回／年） 

   ①出前授業の開催 

 小・中・高校を訪問して、作成した動画を活用しながら、訪問介護や訪問看護業

務の出前授業を実施 

 

３．広報啓発 

  1）定期巡回サービスの普及啓発の為、病院や居宅介護支援事業所へ広報活動を行う 

 

2）定期巡回サービスのより健全な発展を目的とした調査研究を行うと共に、行政や関係

団体への政策提言を行う 

 

3）相談窓口を設置し、参入希望事業所へ助言支援を行う 

   ①設置場所 兵庫県定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会事務局 

②相談日  週 2日（火・木曜日） 3時間（9:00～12:00）／日  

③主な相談内容 

制度の概要、サービスの指定状況、サービスの実態、訪問看護事業所との連携方策、 

深夜・夜間のサービス提供方法等 

 

4）定期巡回サービスへの理解促進を図る為。ホームページより取組状況や事業の情報、 

事例集、帳票、動画等を公開する 

 

5）普及推進員の配置 

   ①協議会事業の推進 

 ②定期巡回・随時対応サービス事業者への連絡調整・情報提供 等 


